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(54)【発明の名称】 内視鏡用フード

(57)【要約】
【課題】本発明は、フード本体の機能を落とすことな
く、フード本体が破損し難く、粘液や、汚物がフード本
体の内側に溜まり難く、観察性能の良い内視鏡用フード
を提供することを最も主要な特徴とする。
【解決手段】フード本体３７ａの先端部の突出部３８の
一部に、先端レンズ面３４の位置よりも前方に突出する
突出量が他の部分よりも短い少なくとも１つの凹部４０
を設け、この内少なくとも１つの凹部４０の内面に先端
レンズ面３４の位置よりも前方に向かうにしたがって外
側に拡開する方向に傾斜する斜面４４を設け、凹部４０
に隣接する他の部分の内面と先端レンズ面３４とがなす
角度αよりも凹部４０の内面斜面４４ｂと先端レンズ面
３４とがなす角度βを大きな角度に設定したものであ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  管腔内に挿入される内視鏡の挿入部の先
端部に一体又は着脱自在に設けられ、この先端部の先端
面に露出した観察光学系の先端レンズ面が前記管腔内壁
面に直接当接することを防止する略筒状のフード本体が
配設され、前記フード本体の先端部に前記内視鏡の観察
視野方向に突出する突出部を有する内視鏡用フードにお
いて、
前記突出部の一部に、前記先端レンズ面の位置よりも前
方に突出する突出量が他の部分よりも短い少なくとも１
つの凹部を設け、この内少なくとも１つの凹部の内面に
前記先端レンズ面の位置よりも前方に向かうにしたがっ
て外側に拡開する方向に傾斜する斜面を設け、
前記凹部に隣接する他の部分の内面と前記先端レンズ面
とがなす角度よりも前記凹部の内面斜面と前記先端レン
ズ面とがなす角度を大きな角度に設定したことを特徴と
する内視鏡用フード。
【請求項２】  前記凹部の斜面は凹部の先端面と連続し
た面として設けられていることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡用フード。
【請求項３】  管腔内に挿入される内視鏡の挿入部の先
端部にこの先端部の先端面に露出した観察光学系の先端
レンズ面が前記管腔内壁面に直接当接することを防止す
る略筒状のフード本体が配設され、前記フード本体の先
端部に前記内視鏡の観察視野方向に突出する突出部を有
する内視鏡用フードにおいて、
前記突出部の内周面に前記先端レンズ面の位置よりも前
方に向かうにしたがって外側に拡開する方向に傾斜する
斜面を形成するとともに、
前記突出部の一部に、前記先端レンズ面の位置よりも前
方に突出する突出量が他の部分よりも短い凹部を設け、
前記凹部に隣接する他の部分の内面の第１の斜面と前記
先端レンズ面とがなす角度よりも前記凹部の内面の第２
の斜面と前記先端レンズ面とがなす角度を大きな角度に
設定したことを特徴とする内視鏡用フード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡の挿入部の
先端部に略筒状のフード本体が配設された内視鏡用フー
ドに関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、内視鏡の挿入部の先端部に内視
鏡用フードが配設された状態で使用される場合がある。
この内視鏡用フードには略円筒状に形成されたフード本
体が設けられている。このフード本体には内視鏡の挿入
部の先端部に固定される固定部が設けられている。さら
に、この固定部の先端部には内視鏡の観察視野方向に突
出する突出部が延設されている。そして、内視鏡の挿入
部の先端部の先端面に露出した観察光学系の先端レンズ
面が管腔内壁面に直接当接することをこの内視鏡用フー

2
ドによって防止するようになっている。
【０００３】また、実開昭５６－７５９１２号公報や、
特開昭５９－９３４１３号公報には、内視鏡用フードの
側壁部分に内視鏡の先端面に付着した汚物などを排出す
る排出口を設けた構成が示されている。
【０００４】ここで、実開昭５６－７５９１２号公報に
は内視鏡用フードの排出口として内視鏡の挿入部の先端
面まで切り欠いた切り欠きを設けたものや、円筒状のフ
ード本体を斜めに切除し、その最も低い部分を内視鏡の
先端面と同一面に配置した構成が示されている。さら
に、特開昭５９－９３４１３号公報には、円筒状のフー
ド本体を斜めに切除した切り欠きの最も低い部分を内視
鏡の先端面まで延出させない位置に配置した構成が示さ
れている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】内視鏡の挿入部の先端
部に略円筒状のフード本体を設けた場合には内視鏡の使
用中に体腔内の粘液、汚物や、洗浄水がフードの内側に
溜まり易く、内視鏡の先端面にも付着し易い。特に、粘
度の高い粘液や、汚物は、送水操作では除去できないう
え、吸引口から離れている場合には吸引操作によっても
除去できない。
【０００６】さらに、フード本体には内視鏡の挿入部の
先端部から内視鏡の観察視野方向に突設された突出部が
あるため、内視鏡の先端面を体腔内の粘膜にこすりつけ
て汚物を除去することができない。このため、内視鏡の
先端面に付着した汚物などが内視鏡の観察視野内に入っ
てしまい視野が狭められて内視鏡の観察性能が低下する
問題がある。
【０００７】また、実開昭５６－７５９１２号公報の内
視鏡用フードでは、汚物などを排出する排出口となる切
り欠きなどが内視鏡先端面と同一面まで設けられてい
る。そのため、内視鏡の先端面から前方に突出するフー
ドの突出部分がなくなる部分が生じるため、フードとし
ての機能が落ちる問題がある。さらに、フードが破損し
易くなる問題もある。
【０００８】また、内視鏡用フードの側壁に先端面部に
沿った長孔からなる排出口を設けた場合には、大きい汚
物や、粘度の高い粘液や汚物は排出されない問題があ
る。
【０００９】さらに、特開昭５９－９３４１３号公報に
示されている内視鏡用フードのように、切り欠きの最も
低い部分を内視鏡の先端面まで設けないものでは、粘液
や、汚物が排出し難い問題がある。
【００１０】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的は、フード本体の機能を落とすことなく、
フード本体が破損し難く、粘液や、汚物がフード本体の
内側に溜まり難く、観察性能の良い内視鏡用フードを提
供することにある。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、管腔
内に挿入される内視鏡の挿入部の先端部に一体又は着脱
自在に設けられ、この先端部の先端面に露出した観察光
学系の先端レンズ面が前記管腔内壁面に直接当接するこ
とを防止する略筒状のフード本体が配設され、前記フー
ド本体の先端部に前記内視鏡の観察視野方向に突出する
突出部を有する内視鏡用フードにおいて、前記突出部の
一部に、前記先端レンズ面の位置よりも前方に突出する
突出量が他の部分よりも短い少なくとも１つの凹部を設
け、この内少なくとも１つの凹部の内面に前記先端レン
ズ面の位置よりも前方に向かうにしたがって外側に拡開
する方向に傾斜する斜面を設け、前記凹部に隣接する他
の部分の内面と前記先端レンズ面とがなす角度よりも前
記凹部の内面斜面と前記先端レンズ面とがなす角度を大
きな角度に設定したことを特徴とする内視鏡用フードで
ある。
【００１２】そして、本請求項１の発明では、フード本
体における先端部の突出部の凹部に隣接する他の部分の
内面と先端レンズ面とがなす角度よりも凹部の内面斜面
と先端レンズ面とがなす角度が大きく、外側に開いてい
ることにより、突出部の内側に粘液や汚物が入っても、
これらは突出部の内側に溜まらず、凹部の内面斜面に沿
って外部側に円滑に排出される。さらに、凹部の内面斜
面に付着した汚物や粘液は、凹部の側方や前方から体腔
粘膜などに接触することにより、外部へ引き出され、排
出される。
【００１３】請求項２の発明は、前記凹部の斜面は凹部
の先端面と連続した面として設けられていることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡用フードである。
【００１４】そして、本請求項２の発明では、突出部の
内側に入った粘液や汚物が凹部の内面斜面に沿って外部
側に円滑に排出される。このとき、粘液や汚物は凹部の
先端面と連続した凹部の斜面に沿って円滑に排出され、
更に排出し易くなるようにしたものである。
【００１５】請求項３の発明は、管腔内に挿入される内
視鏡の挿入部の先端部にこの先端部の先端面に露出した
観察光学系の先端レンズ面が前記管腔内壁面に直接当接
することを防止する略筒状のフード本体が配設され、前
記フード本体の先端部に前記内視鏡の観察視野方向に突
出する突出部を有する内視鏡用フードにおいて、前記突
出部の内周面に前記先端レンズ面の位置よりも前方に向
かうにしたがって外側に拡開する方向に傾斜する斜面を
形成するとともに、前記突出部の一部に、前記先端レン
ズ面の位置よりも前方に突出する突出量が他の部分より
も短い凹部を設け、前記凹部に隣接する他の部分の内面
の第１の斜面と前記先端レンズ面とがなす角度よりも前
記凹部の内面の第２の斜面と前記先端レンズ面とがなす
角度を大きな角度に設定したことを特徴とする内視鏡用
フードである。
【００１６】そして、本請求項３の発明では、フード本
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体における先端部の突出部の凹部に隣接する他の部分の
内面の第１の斜面と先端レンズ面とがなす角度よりも凹
部の内面の第２の斜面と先端レンズ面とがなす角度が大
きく、外側に開いていることにより、突出部の内側に粘
液や汚物が入っても、これらは突出部の内側に溜まら
ず、凹部の内面の第２の斜面に沿って外部側に円滑に排
出される。さらに、凹部の内面の第２の斜面に付着した
汚物や粘液は、凹部の側方や前方から体腔粘膜などに接
触することにより、外部へ引き出され、排出されるよう
にしたものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の第１の実施の形態
を図１乃至図５（Ａ）を参照して説明する。図１は本実
施の形態における内視鏡装置１全体の概略構成を示すも
のである。この内視鏡装置１は撮像手段を備えた内視鏡
２と、この内視鏡２に着脱自在に接続される光源装置３
と、内視鏡２と信号ケーブル４を介して接続されるビデ
オプロセッサ５と、映像を表示するモニタ６とから主に
構成されている。そして、内視鏡２に設けられたライト
ガイドに光源装置３から出射される照明光が供給される
ようになっている。さらに、ビデオプロセッサ５によっ
て内視鏡２の撮像手段を制御すると共に内視鏡２の撮像
手段から得られた信号を処理するようになっている。こ
のビデオプロセッサ５から出力される被写体像に対応す
る映像がモニタ６に表示されるようになっている。
【００１８】また、内視鏡２には可撓性を有する細長い
挿入部７が設けられている。この挿入部７の基端側には
手元側の操作部８が接続されている。この操作部８には
送気送水操作ボタン２８と、吸引操作ボタン２９と、湾
曲操作ノブ３０と、処置具挿入口３２とが設けられてい
る。
【００１９】さらに、操作部８の側部には可撓性を有す
る連結コード９の基端部が連結されている。この連結コ
ード９の先端部には光源装置３と着脱自在に接続される
コネクタ部１０が設けられている。このコネクタ部１０
の側部には電気コネクタ部１１が設けられている。この
電気コネクタ部１１にはビデオプロセッサ５と接続され
た信号ケーブル４が着脱自在に接続可能になっている。
【００２０】また、挿入部７には可撓性を有する細長い
柔軟な可撓管部１５が設けられている。この可撓管部１
５の先端側には湾曲可能な湾曲部１６が設けられてい
る。そして、操作部８の湾曲操作ノブ３０の操作によっ
て湾曲部１６の湾曲操作を行うようになっている。
【００２１】さらに、挿入部７の最先端には後述する観
察光学系、照明光学系などが配設された先端部１７が配
設されている。図２（Ａ），（Ｂ）に示すように先端部
１７の先端面には送気送水ノズル１８と、吸引口１９
と、観察光学系の１つの先端レンズ面３４と、照明光学
系の２つの先端レンズ面３５とがそれぞれ設けられてい
る。そして、操作部８の送気送水操作ボタン２８の送気
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操作、送水操作によって送気送水ノズル１８から観察光
学系の外表面の先端レンズ面３４に向けて洗滌液体や気
体を噴出するようになっている。
【００２２】また、吸引口１９は挿入部７に配設された
図示しない処置具チャンネルの先端側の開口である。こ
の処置具チャンネルの基端部は操作部８の処置具挿入口
３２に連通されている。そして、処置具挿入口３２から
挿入された処置具が処置具チャンネルを通り、吸引口１
９から外部に延出されるとともに、操作部８の吸引操作
ボタン２９の操作によって吸引口１９から吸引操作を行
なうことにより、体腔内の液体を吸引するようになって
いる。
【００２３】また、先端部１７には内視鏡用フード３７
が着脱自在に装着されている。この内視鏡用フード３７
によって内視鏡２の先端部１７の先端面に露出した観察
光学系の先端レンズ面３４が内視鏡２が挿入される管腔
内壁面に直接当接することを防止して、内視鏡２の視野
が失われるのを防止するようになっている。
【００２４】この内視鏡用フード３７は例えばシリコン
ゴムやフッ素ゴム等の加硫ゴム、ウレタン系エラストマ
ー、アクリル系エラストマー、オレフィン系エラストマ
ー等の熱可塑性エラストマー等の軟性部材や、ポリサル
フォン等の硬質樹脂により形成されている。本実施の形
態では軟性部材から形成している。
【００２５】この内視鏡用フード３７には図３（Ａ），
（Ｂ）に示すように略円筒状のフード本体３７ａが設け
られている。このフード本体３７ａには内径寸法が内視
鏡２の先端部１７の外径寸法と略同径、若しくは若干小
径に形成された内視鏡固定部３９が設けられている。そ
して、この内視鏡用フード３７は内視鏡固定部３９の弾
性変形により先端部１７がフード本体３７ａの内部に圧
入される状態で、先端部１７に着脱可能に固定されてい
る。
【００２６】さらに、内視鏡用フード３７には先端部１
７より観察光学系の視野前方の方向に突出された突出部
３８が設けられている。
【００２７】また、この突出部３８の先端部には周方向
の一部に観察光学系の先端レンズ面３４からの突出量が
他の部分よりも短い２つの凹部４０が設けられている。
ここで、図３（Ａ）に示すように各凹部４０に隣接する
他の凸部４２の先端面４３の部分における先端部１７の
観察光学系の先端レンズ面３４の位置からの突出量ｔ１
は例えば４ｍｍに設定されている。さらに、図３（Ｂ）
に示すように各凹部４０の内底部４１の突出量ｔ２は例
えば２ｍｍに設定されている。
【００２８】また、図３（Ａ）に示すように凸部４２の
内周面には観察光学系の先端レンズ面３４の位置よりも
前方に向かうにしたがって外側に拡開する方向に傾斜す
るテーパ面状の斜面４４ａが形成されている。この第１
の斜面４４ａは、観察光学系の先端レンズ面３４の表面
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及び先端部１７の先端面との成す角度αが略１３０°に
形成されている。さらに、図３（Ｂ）に示すように各凹
部４０の内面の第２の斜面４４ｂは観察光学系の先端レ
ンズ面３４の表面及び先端部１７の先端面との成す角度
βが略１６０°に形成されている。これにより、各凹部
４０に隣接する他の凸部４２の部分の内面の第１の斜面
４４ａと先端レンズ面３４とがなす角度αよりも各凹部
４０の内面の第２の斜面４４ｂと先端レンズ面３４とが
なす角度βを大きな角度（β＞α）に設定されている。
【００２９】次に、上記構成の作用について説明する。
本実施の形態では内視鏡２の挿入部７を体腔内に挿入し
て体内を内視鏡検査する検査中、図３（Ｂ）に示すよう
に突出部３８の内側に粘液や汚物などの汚物類Ｄが入る
場合がある。このとき、本実施の形態の内視鏡用フード
３７は第２の斜面４４ｂの角度βがαよりも大きいた
め、突出部３８の先端部の２つの凹部４０が排出用の流
路となる。そのため、図３（Ｂ）中に矢印で示すように
突出部３８の内側の粘液や汚物などの汚物類Ｄは第２の
斜面４４ｂに沿って外部側に導かれ、凹部４０の内底部
４１の部分から外部に排出される。その結果、内視鏡用
フード３７の突出部３８の内側に粘液や汚物などの汚物
類Ｄが入っても、これらは突出部３８の内側に溜まら
ず、第２の斜面４４ｂに沿って外部へ引き出され、円滑
に排出させることができる。
【００３０】さらに、粘度が高く、外部に流れ難い粘液
や汚物などの汚物類Ｄが図４（Ａ）に示すように第２の
斜面４４ｂの表面に付着した場合であっても、検査中に
本実施の形態の内視鏡用フード３７の突出部３８の凹部
４０の部分が体腔粘膜Ｈに接触することにより、図４
（Ｂ）に示すようにこの汚物類Ｄが内視鏡用フード３７
の凹部４０の内面の第２の斜面に沿って外部へ引き出さ
れ、排出される。
【００３１】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、本実施の形態の内視鏡用フード
３７では、突出部３８の先端部に周方向の一部に観察光
学系の先端レンズ面３４からの突出量が他の部分よりも
短い２つの凹部４０を設け、フード本体３７ａにおける
先端部の突出部３８の２つの凹部４０に隣接する他の凸
部４２の部分の内面の第１の斜面４４ａと観察光学系の
先端レンズ面３４とがなす角度αよりも凹部４０の内面
の第２の斜面４４ｂと観察光学系の先端レンズ面３４と
がなす角度βが大きく、外側に開くように設定されてい
る。これにより、突出部３８の内側に粘液や汚物などの
汚物類Ｄが入っても、これらは突出部３８の内側に溜ま
らず、凹部４０の内面の第２の斜面４４ｂに沿って外部
側に円滑に排出させることができる。
【００３２】また、図５（Ａ）に示すように先端側を体
腔粘膜Ｈに接触させて体腔粘膜Ｈに第２の斜面４４ｂ上
の粘液や汚物などの汚物類Ｄを接触させて第２の斜面４
４ｂから粘液や汚物などの汚物類Ｄを外部に排出させる
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7
ことができる。
【００３３】さらに、突出部３８を軟性の部材で形成し
ている場合には、図５（Ｂ）、図５（Ｃ）に示すよう
に、突出量の長い凸部４２を体腔粘膜Ｈに接触させて弾
性変形させることができる。これにより、図５（Ｂ）、
図５（Ｃ）に示すように、内視鏡用フード３７の先端側
を体腔粘膜Ｈに接触させた際に、各凹部４０の第２の斜
面４４ｂや、各凹部４０の内底部４１に位置する粘液や
汚物などの汚物類Ｄが体腔粘膜Ｈに接触させ易くなるの
で、体腔粘膜Ｈに粘液や汚物などの汚物類Ｄを接触させ
て、第２の斜面４４ｂから汚物類Ｄを外部へ排出するこ
とができる。そのため、凹部４０の内側に汚物や粘液な
どの汚物類Ｄが溜まり難い効果がある。
【００３４】また、各凹部４０の内底部４１の部分も観
察光学系の先端レンズ面３４および先端部１７の先端面
より前方に突出させた位置に配置されているため、内視
鏡用フード３７の機能が落ちず、かつ突出部３８が破損
し難い効果がある。そのため、フードとしての機能が良
好で、突出部３８が破損し難く、粘液や汚物などの汚物
類Ｄがフード本体３７ａの内側に溜まり難く、観察性能
の良い内視鏡用フード３７が提供できる。
【００３５】尚、本実施形態においては、突出部３８の
凸部４２の内周面を斜面４４ａ、凹部４０の内周面を斜
面４４ｂとし、この両方を前方に向かって外側に拡開す
る方向に傾斜する斜面としたが、凸部４２の内周面は斜
面でなくとも良く、先端レンズ面３４の表面及び先端部
１７の先端面に対して略垂直に形成されていても良い。
少なくとも斜面４４ｂが上述した斜面に形成されていれ
ば良い。本実施形態では凸部４２の内周面に斜面４４ａ
を設けることで、凸部４２の内周面が垂直であるものに
対して、凸部４２の内周面（本実施形態では斜面４４
ａ）と凹部４０の斜面４４ｂとの間の段差が少なくなる
ので、スムーズに粘液や汚物が斜面４４ｂに移動でき
る。又、凸部４２の根元と先端部１７の先端面との成す
角度が鈍角となるため、凸部４２の根元と先端部１７の
先端面とに挟まれた隅に粘液や汚物が溜まり難く、斜面
４４ｂにスムーズに移動する。また、凸部４２の根元側
の肉厚が大きくなるので、凹部４０を設けたことによる
突出部３８の強度の低下を防止することができる。
【００３６】また、図６は本発明の第２の実施の形態を
示すものである。本実施の形態では第１の実施の形態
（図１乃至図５（Ａ）～（Ｃ）参照）の内視鏡用フード
３７の突出部３８の各凹部４０の内底部４１の端面が第
２の斜面４４ｂと略同一の角度に傾斜させた連続面４５
として形成されている。
【００３７】そこで、本実施の形態では突出部３８の内
側に粘液や汚物などの汚物類Ｄが入っても、この汚物類
Ｄを第２の斜面４４ｂに沿って突出部３８の各凹部４０
の内底部４１の端面に移動させたのち、第２の斜面４４
ｂと略同一の角度に傾斜させた連続面４５を介して突出
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部３８の外側にスムーズに移動させることができる。そ
のため、第１の実施の形態の内視鏡用フード３７に比べ
て粘液や汚物などの汚物類Ｄを突出部３８の外側に一
層、スムーズに移動させることができるので、更に排出
し易くなる効果がある。
【００３８】また、図７（Ａ）～（Ｃ）は本発明の第３
の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の
実施の形態（図１乃至図５（Ａ）～（Ｃ）参照）の内視
鏡用フード３７の構成を次の通り変更したものである。
なお、本実施の形態では内視鏡用フード３７の基本構成
は第１の実施形態とほぼ同様なので、第１の実施形態と
同一部分には同一の符号を付してその説明を省略し、異
なる部分について説明する。
【００３９】すなわち、本実施の形態の内視鏡用フード
３７の突出部３８には各凹部４０と凸部４２との間に突
出部３８の突出量を徐々に変化させて形成された移行部
４６が形成されている。なお、凹部４０の内面の第２の
斜面４４ｂと、凸部４２の内面の第１の斜面４４ａは第
１の実施の形態と同様に形成されている。
【００４０】さらに、移行部４６の内面側には、第２の
斜面４４ｂと第１の斜面４４ａとを著しい段差がないよ
うに連結する連結面部４７が形成されている。この連結
面部４７は平面でもよいし、著しい凹凸が生じなけれ
ば、緩い凹状を成す曲面や、緩い凸状を成す曲面でもよ
い。
【００４１】そこで、上記構成の本実施の形態の内視鏡
用フード３７では突出部３８における各凹部４０と凸部
４２との間に突出部３８の突出量を徐々に変化させる移
行部４６を形成したので、突出部３８の各凹部４０と凸
部４２との間の段差部分を緩くすることができる。その
ため、突出部３８の内面４４と各凹部４０との間に凹凸
が生じる段差が無いため、突出部３８の内面側に入った
粘液や汚物などの汚物類Ｄが停留せず、スムーズに凹部
４０に移動できるようになり、突出部３８の内面側に入
った汚物類Ｄを更に排出し易くなる。
【００４２】また、移行部４６を設けて、内面側に、第
２の斜面４４ｂと第１の斜面４４ａとを著しい段差がな
いように連結する連結面部４７を設けたので、突出部３
８の外部への汚物や粘液などの汚物類Ｄの排出口の面積
を増やすことができる。そのため、突出部３８の内面側
に入った汚物類Ｄを更に排出し易くなる。
【００４３】さらに、本実施の形態では突出部３８の突
出量の少ない凹部４０の開口面積を単純に大きくした場
合に比べて、突出部３８の突出量が少ない部分が少ない
ので、フードとしての機能を損なわない。また、突出部
３８の突出量の長い凸部４２の部分が少なくならないの
で、凸部４２が破損し易くなることがない。そのため、
フードとしての機能を損なうことなく、更に粘液や汚物
の溜まり難い内視鏡用フード３７を提供できる効果があ
る。
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9
【００４４】なお、図８は第３の実施の形態（図７
（Ａ）～（Ｃ）参照）の内視鏡用フード３７の変形例を
示すものである。本変形例は第３の実施の形態の内視鏡
用フード３７の突出部３８における連結面部４７と第２
の斜面４４ｂ及び第１の斜面４４ａとの連結部や、第１
の斜面４４ａと凸部４２の先端面４３との連結部、第２
の斜面４４ｂと各凹部４０の内底部４１の端面との連結
部、連結面部４７とその先端部４８との連結部を、それ
ぞれ滑らかに繋ぐように曲面状（Ｒ状）の面取りを施し
たものである。
【００４５】また、図９乃至図１４は本発明の第４の実
施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の実施
の形態（図１乃至図５（Ａ）～（Ｃ）参照）の内視鏡用
フード３７の構成を次の通り変更したものである。な
お、本実施の形態では内視鏡用フード３７の基本構成は
第１の実施形態とほぼ同様なので、第１の実施形態と同
一部分には同一の符号を付してその説明を省略し、異な
る部分について説明する。
【００４６】すなわち、本実施の形態の内視鏡用フード
３７は図１３に示すように、モニタ６に表示される内視
鏡２の観察光学系の観察画像４９を略四角形の形状に成
形できるように形成されている。図１４はこのような観
察画像４９を表示する場合の内視鏡２の観察光学系の観
察視野領域５３を示す。なお、図１４中で、Ａは内視鏡
２の観察光学系の先端レンズ面３４を示し、Ｂはこのレ
ンズ面３４から任意の量（長さ）だけ離れた先端側の仮
想面である。
【００４７】ここで、面Ａ上での内視鏡２の観察光学系
の観察視野範囲は領域ａであり、面Ｂ上での内視鏡２の
観察光学系の観察視野範囲は領域ｂである。そして、領
域ａとｂで挟まれた空間が内視鏡２の観察光学系の観察
視野領域５３となる。
【００４８】また、内視鏡２の観察光学系の観察視野領
域５３の側方面はそれぞれ角度の異なる光線の集合から
形成される曲面５４となる。ここで、内視鏡２の観察光
学系の観察画像４９は図１３に示すように対辺方向Ｙの
長さＬ１よりも対角方向Ｘの長さＬ２の方が長いため、
図１４に示すように内視鏡２の観察光学系の観察視野領
域５３も対角方向Ｘの視野角の方が大きくなる。
【００４９】また、内視鏡２に通常使用される観察光学
系ではその特性上、光学系の収差によって、光軸の中心
よりも遠い位置ほど、像が圧縮される度合いが大きい。
このため、面Ｂ上での内視鏡２の観察光学系の観察視野
範囲の領域ｂの形状は内視鏡２の観察光学系の観察画像
４９と同一の形状とはならず、対角方向Ｘの領域が大き
くなり、その他の方向よりも視野角が大きくなる。
【００５０】また、内視鏡用フード３７の突出部３８を
一定の突出量とした場合には突出部３８の少なくとも一
部が内視鏡２の観察光学系の観察視野領域５３と重なり
あってしまう。そこで、本実施の形態では内視鏡用フー
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ド３７の突出部３８の少なくとも一部は、内視鏡２の観
察光学系の観察視野領域５３と重ならないように、内視
鏡２の観察光学系の観察視野領域５３における側方面の
曲面５４と略同一の形状、若しくは曲面５４が重ならな
い形状に形成されている。ここでは、図９に示すよう
に、内視鏡用フード３７の突出部３８における範囲Ｄで
示す部分が内視鏡２の観察光学系の観察視野領域５３に
おける側方面の曲面５４を反映した形状に形成されてい
る。
【００５１】また、内視鏡用フード３７の凸部４２の内
面の第１の斜面４４ａは内視鏡２の観察光学系の観察視
野領域５３における側方面の曲面５４が重ならない方向
に曲面５４を若干量オフセットした曲面形状に形成され
ている。そして、最も視野角が大きく、観察視野領域５
３が重ならないようにするために突出部３８の突出量が
最も短く形成される部分に、前述した粘液や汚物などの
汚物類Ｄを排出するための凹部４０を配置させている。
なお、凹部４０の第２の斜面４４ｂは曲面５４が重なら
ないような突出量に形成されている。さらに、凹部４０
の内面の第２の斜面４４ｂと、凸部４２の内面の第１の
斜面４４ａの内周側には図９中に斜線で示す位置に、全
周に連続したテーパ面５０が設けられている。
【００５２】また、凹部４０の内面の第２の斜面４４ｂ
は、凸部４２の内面の第１の斜面４４ａやその他の凸部
５１の内面５２に対して、これらの曲面上の任意の位置
において、次の関係になるように設定されている。ここ
で、図１０に示すように凸部５１の内面５２と先端部１
７の観察光学系の先端レンズ面３４とのなす角をγ、図
１１に示すように凸部４２の内面の第１の斜面４４ａと
先端部１７の観察光学系の先端レンズ面３４とのなす角
をβ、図１２に示すように各凹部４０の内面の第２の斜
面４４ｂと先端レンズ面３４とがなす角をαとすると、
α＞β、α＞γとなるようにそれぞれ設定されている。
【００５３】さらに、図１２に示すように第２の斜面４
４ｂの内周側のテーパ面５０と先端部１７の観察光学系
の先端レンズ面３４とのなす角をεとすると、テーパ面
５０の角度εに対してαはα＞εの関係に設定されてい
る。
【００５４】そこで、上記構成のものにあっては次の効
果を奏する。すなわち、上記構成の本実施の形態の内視
鏡用フード３７では突出部３８の内周に凹部４０の内面
の第２の斜面４４ｂと、凸部４２の内面の第１の斜面４
４ａの内周側のそれぞれに接する連続したテーパ面５０
を全周に設けている。そのため、内視鏡用フード３７の
内部に入り込んだ粘液や汚物などの汚物類Ｄはこのテー
パ面５０を介して凹部４０の第２の斜面４４ｂにスムー
ズに移動させることができることができるので、内視鏡
用フード３７の内部に入り込んだ粘液や汚物などの汚物
類Ｄを更に排出し易くなる。その結果、粘液や汚物など
の汚物類Ｄの溜まり難い内視鏡用フード３７を提供でき
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11
る効果がある。
【００５５】また、粘液や汚物などの汚物類Ｄを排出す
るための凹部４０を、内視鏡２の観察光学系の観察視野
領域５３と内視鏡用フード３７の突出部３８との重なり
量が多い部分に配置したので、内視鏡用フード３７の突
出部３８の突出量が少ない部分を極力少なくでき、フー
ドの機能を損なわない効果がある。そのため、内視鏡用
フード３７の機能を損なうことなく視野に内視鏡用フー
ド３７が入ることを防止した視野の良好な内視鏡２を提
供できる効果がある。
【００５６】なお、本発明は上記各実施の形態に限定さ
れるものではない。例えば、上記各実施の形態では内視
鏡２の挿入部７の先端に着脱可能に装着される内視鏡用
フード３７を示したが、内視鏡２の挿入部７の先端部に
内視鏡用フード３７を一体的に設ける構成にしてもよ
い。また、内視鏡用フード３７は軟性でなく、硬性の部
材で形成しても良い。さらに、内視鏡用フード３７の突
出部３８の突出量や、凹部４０の数や、大きさは上記各
実施の形態に限定されるものではなく、任意に設定可能
である。少なくとも１つの凹部を設け、この凹部の内少
なくとも１つの内周面に斜面を設ければよい。
【００５７】また、上記各実施の形態では、観察光学系
の先端レンズ面３４が配置される内視鏡２の挿入部７の
先端面に突出部３８の内周面のテーパ面状の斜面４４を
連接しているため、この内視鏡２の挿入部７の先端面に
付着した粘液や汚物などの汚物類Ｄを排出し易い効果が
ある。
【００５８】さらに、本発明の要旨を逸脱しない範囲で
種々変形実施できることは勿論である。次に、本出願の
他の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。
記
（付記項１）  管腔内に挿入される内視鏡の挿入部の先
端部に一体又は着脱自在に設けられ、この先端部の先端
面に露出した観察光学系の先端レンズ面が前記管腔内壁
面に直接当接することを防止する略筒状のフード本体が
配設され、前記フード本体の先端部に前記内視鏡の観察
視野方向に突出する突出部を有するフード部材におい
て、前記突出部の一部に、前記先端レンズ面の位置より
も前方に突出する突出量が他の部分よりも短い少なくと
も１つの凹部を設け、この内少なくとも１つの凹部の内
面に前記先端レンズ面の位置よりも前方に向かうにした
がって外側に拡開する方向に傾斜する斜面を設け、前記
凹部に隣接する他の部分の内面と前記先端レンズ面とが
なす角度よりも前記凹部の内面斜面と前記先端レンズ面
とがなす角度を大きな角度に設定したことを特徴とする
フード部材。
【００５９】（付記項２）  前記凹部の斜面は凹部の先
端面と連続した面として設けられている付記項１記載の
フード部材。
【００６０】（付記項３）  管腔内に挿入される内視鏡
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の挿入部の先端部にこの先端部の先端面に露出した観察
光学系の先端レンズ面が前記管腔内壁面に直接当接する
ことを防止する略筒状のフード本体が配設され、前記フ
ード本体の先端部に前記内視鏡の観察視野方向に突出す
る突出部を有するフード部材において、前記突出部の内
周面に前記先端レンズ面の位置よりも前方に向かうにし
たがって外側に拡開する方向に傾斜する斜面を形成する
とともに、前記突出部の一部に、前記先端レンズ面の位
置よりも前方に突出する突出量が他の部分よりも短い凹
部を設け、前記凹部に隣接する他の部分の内面の第１の
斜面と前記先端レンズ面とがなす角度よりも前記凹部の
内面の第２の斜面と前記先端レンズ面とがなす角度を大
きな角度に設定したことを特徴とするフード部材。
【００６１】（付記項４）  前記凹部の斜面は内視鏡の
先端部に観察光学系が配置される面に連接している付記
項１～付記項３記載のフード部材。
【００６２】（付記項５）  前記凹部の斜面と、隣接す
る他の部分の内面との間にこれらの面を連結する連結面
を設けた付記項１～付記項４記載のフード部材。
【００６３】（付記項６）  前記凹部の斜面と、隣接す
る他の部分の内面とに連接する連接面を設けた付記項１
～付記項５記載のフード部材。
【００６４】（付記項７）  前記突出部は弾性変形可能
な軟質弾性部材にて形成されている付記項１～付記項６
記載のフード部材。
【００６５】（付記項８）  前記凹部は観察光学系の観
察視野領域と突出部との干渉量が大きい位置に設けられ
ている付記項１～付記項６記載のフード部材。
【００６６】（付記項１～８の従来技術）  実開昭５６
－７５９１２号公報、特開昭５９－９３４１３号公報。
【００６７】（付記項１～８が解決しようとする課題）
  使用中に体腔内の粘液、汚物や洗浄水がフード部材の
内側に溜まり易く、内視鏡の先端面にも付着し易い。粘
度の高い粘液や汚物は、送水操作では除去できず、吸引
口から離れている場合には吸引操作によっても除去でき
ない。又、フード部材の突出部があるため、内視鏡の先
端面を体腔内の粘膜にこすりつけて汚物を除去すること
ができない。このため、これらが観察視野内に入ってし
まい視野が狭められて観察性能が低下するという課題が
ある。
【００６８】実開昭５６－７５９１２号公報には、フー
ドの側壁部分に排出口を設けたものが示されている。こ
こには、内視鏡の先端面まで切り欠いた切り欠きを設け
たものや、フードを斜めに切除し、その最も低い部分を
内視鏡の先端面と同一面としたものが示されている。
【００６９】しかしながら、切り欠きなどが内視鏡先端
面と同一面まで設けられているため、フードの突出量が
なくなる部分が生じるため、フードとしての機能が落ち
る。又、フードが破損し易くなる。側壁に先端面部に沿
った長孔からなる排出口を設けたものでは、汚物が大き
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13
い場合や粘度の高い粘液や汚物は排出されないという不
具合があった。
【００７０】一方、特開昭５９－９３４１３号公報のよ
うに、切り欠きを内視鏡先端面まで設けないものでは、
粘液や汚物が排出し難かった。
【００７１】（付記項１～８の目的）  フードの機能を
落とさず、フードが破損し難く粘液や汚物がフード部材
の内側に溜まり難く、観察性能の良いフード部材の提
供。
【００７２】（付記項１、３の作用）  ・突出部の内側
に粘液や汚物が入っても、凹部の斜面の角度が隣接する
他の突出部の内面より大きく、外側に開いた形状である
ため、これらは突出部の内側に溜まらず、斜面から外部
に排出される。
【００７３】・斜面に付着した汚物や粘液は、凹部の側
方や前方から体腔粘膜に接触することにより、外部へ引
き出され、排出される。
【００７４】（付記項２の作用）  更に排出し易くな
る。
【００７５】（付記項４の作用）  内視鏡先端面に付着
した粘液や汚物を更に排出し易くなる。
【００７６】（付記項５の作用）  凹部の斜面と隣接す
る他の部分の内面との間に連結面により、凹凸がないた
め、粘液や汚物が停留せず、更に排出し易くなる。
【００７７】（付記項６の作用）  凹部の斜面とその他
の部分の内面にそれぞれ接する連接面により、粘液や汚
物は連接面を介してスムーズに斜面に移動し、更に排出
し易くなる。
【００７８】（付記項７の作用）  突出部が変形するこ
とで、凹部の斜面近傍にある粘液や汚物に体腔粘膜が接
触し易くなり、更に排出し易くなる。
【００７９】（付記項８の作用）  観察視野に突出部が
入るのを防止しながら、突出部の突出量が少ない部分を
極力少なくでき、フードの機能を損なわない。
【００８０】（付記項１～８の効果）  目的に同じ。
【００８１】
【発明の効果】本発明によれば、フード本体の先端部に
おける突出部の内周面に先端レンズ面の位置よりも前方
に向かうにしたがって外側に拡開する方向に傾斜する斜
面を形成し、突出部の一部に、先端レンズ面の位置より
も前方に突出する突出量が他の部分よりも短い凹部を設
け、凹部に隣接する他の部分の内面の第１の斜面と先端
レンズ面とがなす角度よりも凹部の内面の第２の斜面と
先端レンズ面とがなす角度を大きな角度に設定したの
で、フード本体の機能を落とすことなく、フード本体が
破損し難いうえ、粘液や、汚物がフード本体の内側に溜
まり難く、観察性能を良くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施の形態における内視鏡装
置全体の概略構成を示す斜視図。

14
【図２】  第１の実施の形態の内視鏡用フードの取付け
状態を示すもので、（Ａ）は内視鏡におけるフードの取
付け部分を示す斜視図、（Ｂ）は同正面図。
【図３】  （Ａ）は第１の実施の形態の内視鏡用フード
の凹部に隣接する凸部の部分の内面の第１の斜面を示す
要部の縦断面図、（Ｂ）は内視鏡用フードの凹部の内面
の第２の斜面を示す要部の縦断面図。
【図４】  第１の実施の形態の内視鏡用フードの作用を
示すもので、（Ａ）は検査中に突出部の凹部部分が体腔
粘膜に接触した状態を示す要部の縦断面図、（Ｂ）は汚
物類が内視鏡用フードの凹部の内面の第２の斜面に沿っ
て外部へ引き出され、排出される状態を示す要部の縦断
面図。
【図５】  （Ａ）は第１の実施の形態の内視鏡用フード
の先端側が体腔粘膜に当接した状態を示す要部の縦断面
図、（Ｂ）は第１の実施の形態の内視鏡用フードの変形
例における突出部の先端側外周面が体腔粘膜に接触して
弾性変形した状態を示す要部の縦断面図、（Ｃ）は同変
形例における突出部の先端部の長い凸部が体腔粘膜に接
触して弾性変形した状態を示す要部の縦断面図。
【図６】  本発明の第２の実施の形態を示す内視鏡用フ
ードの要部の縦断面図。
【図７】  本発明の第３の実施の形態の内視鏡用フード
を示すもので、（Ａ）は内視鏡用フードの要部の縦断面
図、（Ｂ）は内視鏡におけるフードの取付け部分を示す
正面図、（Ｃ）は内視鏡用フードの凹部を示す要部の斜
視図。
【図８】  第３の実施の形態の内視鏡用フードの変形例
を示す要部の斜視図。
【図９】  本発明の第４の実施の形態の内視鏡用フード
の概略構成を示す正面図。
【図１０】  第４の実施の形態の内視鏡用フードの取付
け状態を示す要部の縦断面図。
【図１１】  第４の実施の形態の内視鏡用フードにおけ
る凸部の内面の第１の斜面と内視鏡の観察光学系の先端
レンズ面とのなす角βを示す要部の縦断面図。
【図１２】  第４の実施の形態の内視鏡用フードにおけ
る凹部の内面の第２の斜面と内視鏡の観察光学系の先端
レンズ面とがなす角αを示す要部の縦断面図。
【図１３】  内視鏡装置のモニタに表示される内視鏡の
観察光学系の観察画像を示す正面図。
【図１４】  図１３の観察画像を表示する場合の内視鏡
の観察光学系の観察視野領域を説明するための説明図。
【符号の説明】
２    内視鏡
７    挿入部
１７    先端部
３４    観察光学系の先端レンズ面
３７ａ    フード本体
３８    突出部
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４０    凹部
４２    凸部
４４    斜面 *
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*４４ａ    第１の斜面
４４ｂ    第２の斜面

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図１０】 【図１１】



(10) 特開２００３－２５０７５３

【図７】 【図８】

【図９】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



专利名称(译) 内窥镜罩

公开(公告)号 JP2003250753A 公开(公告)日 2003-09-09

申请号 JP2002054817 申请日 2002-02-28

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパス光学工业株式会社

[标]发明人 石引康太

发明人 石引 康太

IPC分类号 G02B23/24 A61B1/00

CPC分类号 A61B1/00089 A61B1/00101

FI分类号 A61B1/00.300.P G02B23/24.A A61B1/00.651 A61B1/00.715

F-TERM分类号 2H040/BA14 2H040/CA11 2H040/CA12 2H040/DA03 2H040/DA12 2H040/DA57 2H040/GA02 2H040
/GA11 4C061/DD03 4C061/FF37 4C061/JJ03 4C061/JJ06 4C161/DD03 4C161/FF37 4C161/JJ03 
4C161/JJ06

其他公开文献 JP3639560B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜提供罩子，其中罩体几乎不会损坏而不会降低
身体的功能，并且粘液或粘液难以保持在身体内部并且具有良好的观察
性能。 ŽSOLUTION：用于内窥镜的罩包括至少一个凹口40，该凹口40
具有从远端透镜表面34的位置向前突出的突出量比其他部分的突出量更
短并且部分地设置在远端的突出部分38处。罩体37a，倾斜表面44，其
倾斜方向从表面34的位置朝向前侧向外侧扩展，并设置在凹部40的内表
面上，使得在内倾斜表面44a之间形成角度β凹部40和透镜表面34的角度
θ设定为比与凹部40相邻的其他部分的内表面和透镜表面34之间形成的角
度α大的角度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3d83b246-cf02-47ab-b94b-0105fb4e170d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027764416/publication/JP2003250753A?q=JP2003250753A

